
 

屋外広告物工事完了（除却・滅失）届出書 
  令和７年 ９月 １日 

（あて先） 

仙台市 青葉 区長         （〒９８０－８６７１） 

届出者 住所 仙台市青葉区国分町 3 丁目○番○号 

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

せんだい 

氏名
ふりがな

 代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

 仙台
せんだい

 太郎
た ろ う

                      

電話 ０２２－２２２－００００ 
（法人にあっては事務所の所在地，名称及び代表者の氏名） 

 

 
次の広告物等について，工事が完了（除却・滅失）したので，仙台市屋外広告物条例         の

規定により届出します。 
 

表示又は設置の場所 

（地名地番） 

仙台市 青葉 区 国分町３丁目○番○号 

（住居表示） 

仙台市    区  

現許可年月日 令和6年４月１０日 現許可番号 指令 第９９９９号 現許可期間 
令和 ７年  ５月 １日から 

令和 10 年 ４月３０日まで 

工
事
完
了 

工事が完了 

した日 
 令和７年  ８月 ３１日 

表示又は設置 

した個数 
  ５  個（枚） 

除
却
・
滅
失 

除却・滅失 

した日 
年   月   日 

除却・滅失 

した個数 
個（枚） 

表示又は設置 

の残数 
    個（枚） 

除却・滅失 

した理由 
 

備考 

 

 

（注意）  １．届出者は工事完了，滅失の場合は表示者，設置者又は管理者で，除却の場合は表示者又は設置者であり、広告物等を表示又

は設置するのみの行為者ではありません。 

      ２．広告物等の一部を工事完了（除却・滅失）した場合には，その内訳がわかる表，図面を添付してください。 

      ３．完了した広告物等の写真を添付してください。除却・滅失した場合には除却・滅失前後の写真を添付してください。 

 

 

 

 

第 17 条第 2 項 
第 30 条第 4 項 


